利用契約内容および重要事項説明書

訪問看護・訪問リハビリテーションサービスの提供にあたり、当事業所が説明すべき重要事項は以下のとおりです。

1.事業者の概要
	事業者名称
	医療法人安寿会

	所在地
	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2344番地16

	代表者名
	理事長　浅見豊子

	電話番号
	0952-23-2640



2.事業所の概要
	事業所の名称
	田中病院訪問看護ステーション

	所在地
	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2344番地16

	管理者
	溝田理恵

	電話番号
	0952-23-2640

	指定番号
	4160190619

	開設年月日
	2025年4月1日



3．事業の目的
医療法人安寿会が開設する訪問看護ステーションが行う指定訪問看護事業の適正な運営を確保する為に人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師、その他の従業者が病気やけが等により家庭において継続して療養をうける状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護を必要と認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とします。

4．事業所の運営方針
（1）訪問看護事業の実施にあたっては、関係市町村、地域内の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとします。
（2）在宅療養者の生活に質を維持・向上するために必要な看護サービスを計画的に提供しそのサービスの提供にあたっては、利用者及び家族の意思を尊重します。
（3）医療依存度の高い在宅療養者の訪問看護ニーズに積極的に対応し、医師の指示に基づき質の高い看護サービスを提供します。
（4）質の高い看護サービスが提供できるよう、職員教育を推進し、サービスの品質管理に努めます。
（5）事業計画及び財務内容については、閲覧を求めることができます。

5．事業実施地域及び営業時間	
（1）実施地域
　　　佐賀市（三瀬村、富士町を除きます。）、小城市（三日月町、芦刈町）
（2）営業及び営業時間
【営業日】月曜日から金曜日　（ただし国民の祝日、年末年始を除きます。）
【営業時間】9時00分～18時00分　
大雪・台風等により訪問の中止・変更をお願いすることがありますのでご了承ください。
社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、業務の履行が遅延、もしくは、不能になった場合、それよる損害賠償責任を当訪問看護ステーションは負わないものとします。

6．職員の体制
（1）管理者1名【常勤兼務（看護師）】
（2）看護師2.5名以上【常勤換算、うち1名以上は常勤】

7．訪問看護サービスの提供方法
（1）利用者がかかりつけの医師に申し込み、主治医が訪問看護ステーションに交付した指示書により、訪問看護師が訪問看護を実施します。
（2）利用者または家族から訪問看護ステーションに直接申し込みがあり、指示書がない場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を求めるよう助言します。
（3）利用者に主治医がいない場合は、主治医を決めて申し込むことを助言します。
（4）介護保険法の指定訪問看護の提供に際しては、居宅支援事業者との連携を図ります。

8．訪問看護サービスの内容
利用者個々に訪問看護計画を作成し、以下の看護サービスを提供します。
（1）血圧・体温・呼吸・脈拍等の健康チェックと指導
（2）病状・障害・全身状態の観察と指導
（3）清拭や洗髪等による全身の清潔の保持、食事や排泄等の日常生活援助
（4）褥創の予防と処置		
（5）カテーテルの管理や交換
（6）療養生活や介護方法、福祉サービス利用についての相談や指導
（7）その他在宅療養を継続するために必要な、医師の指示による医療処置

9．緊急時などにおける対応方法
（1）緊急時の対応方法について主治医・利用者と確認して、訪問看護を開始します。
（2）訪問看護実施中に利用者の病状に、急変その他の緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行います。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。
（3）前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに主治医や管理者に報告します。

10．サービス利用料金
（1）利用料として、介護保険法第41条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。（別紙料金表あり）
（2）その他の利用料金（医療保険で利用の場合）
・交通費　	片道5km未満		200円
　　　　　　　	片道5～10km未満	300円
　　　　　　　	片道10km以上　		400円

（3）利用料の支払いについては、当該月の利用料を翌月の15日前後の訪問時にお渡しするか、請求先の住所まで郵送いたします。振り込み用紙に記載されている支払い期限までにお振り込みください。また、田中病院の窓口でお支払いいただくことも可能です。

グループホーム寿とケアハウス森の家の利用者は、現在入所されている各施設の料金に訪問看護の料金が追加された請求書となります。請求書の支払い方法については、これまでと変更はございません。




12．訪問の際の禁止行為
訪問看護師は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって次に挙げる行為は行いません。
（1）利用者もしくはその家族等からの金品等の授受。
（2）利用者の家族等に対する訪問看護サービスの提供。
（3）利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動。
（4）その他利用者もしくはその家族等に行なう迷惑行為。
	
13．虐待の防止のための措置に関する事項
（1）事業者は、虐待等に対する相談窓口を設置し、利用者の人権の擁護・虐待等の防止に努めます。
（2）事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに利用者が住所を有する市町村に連絡を取り、必要な処置を講じます。
（3）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について事業所内で周知徹底します。
（4）虐待防止のための研修会を定期的に実施します。

14.身体拘束に関する事項
（1）利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。
（2）身体拘束を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。

15．苦情申立・虐待相談窓口について
当事業所に対する御相談は以下の専用窓口で受け付けます。
◎苦情、虐待受付窓口
田中病院訪問看護ステーション　
◎電話
田中病院訪問看護ステーション　0952-23-2640
◎受付時間
月曜日から金曜日9時00分～17時30分
◎ 第三者機関窓口
・佐賀中部広域連合　0120-652-114
・佐賀県国民健康保険団体連合会　0952-26-4181
・佐賀市役所　保健福祉部　高齢福祉課　0952-40-7253
苦情申出後の流れ
苦情申出人

	

苦情の申出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情の申出
	施設
第三者委員
苦情受付担当者


	報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告
苦情解決責任者





16．サービス利用にあたっての禁止事項について
利用者様、ご家族様、関係者等において、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、やむを得ずサービスを終了する場合があります。
（1）従業者に対して行う暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。
（2）パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの行為。
（3）サービス利用中に従業者の写真や動画撮影、録音などを無断でSNSなどに掲載すること。

17．非常災害時の対応
防災管理についての責任者を定め、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から火災・風水害・地震等の自然災害並びに感染症に対処するため、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）を年に２回以上、実施します。

18．事故発生時の対応
事故が発生した場合は、直ちに利用者の家族、主治医、居宅介護支援事業所または地域包括支援センター等に連絡するとともに、応急手当等必要な措置を施し、関係市町村へも連絡します。

